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石綿健康被害対策室 

１．調査の意義、目的 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）に基づく石

綿健康被害救済制度（以下「救済制度」という。）は、中皮腫と肺がんを指定疾

病としています。 

同制度は、同法施行後５年以内に必要な見直しを行うこととされており、環境

省では、昨年１０月より、「石綿による健康被害に係る医学的事項に関する検討

会」において、石綿肺等の石綿関連疾患の取扱い等について、専門的見地から検

討を行っているところです。 

本調査業務は、この検討状況を踏まえつつ、特に石綿肺について、実際の症例

に関する情報を収集し、検討の基礎となる分析を試みるものです。 

 

２．調査実施体制 

（１）調査実施機関 

独立行政法人労働者健康福祉機構が環境省と請負契約を締結し、（２）の企

画委員会の指示の下、調査を実施します。 

なお、調査に必要な症例の情報収集を行う医療機関は別添のとおりです。 

（２）企画委員会 

石綿関連疾患に関する専門知識を有する専門家による企画委員会を設置し、

その指示を得ながら調査を実施します。 

 

３．調査研究期間 

  請負契約締結日～平成２２年３月３１日 

 

４．調査の方法 

別添の医療機関において石綿肺と診断された症例等について、医学的資料（経

過等の診療情報、胸部エックス線写真、呼吸機能検査所見）を収集し、種々の解

析（各種集計、石綿肺の進展様式に係る分析、石綿へのばく露の程度と主な所見

との相関分析）を行います。また、必要に応じ、追加の調査（石綿ばく露歴に関

する調査、呼吸機能検査）を行う場合があります。 

 

５．倫理上の配慮 

  調査の実施に当たっては、「疫学研究に関する倫理指針」（平成１４年６月１７



日文部科学省・厚生労働省）に基づき、以下のとおり倫理上の配慮を致します。 

 

（１）個人情報の保護 

（ア）調査対象者等の個人情報の管理 

調査によって得られた個人情報については、調査実施機関において管理す

るものとし、同機関は個人情報の安全管理を図り、調査に従事する者に対す

る監督を行います。 

（イ）調査結果の公表 

本調査に係る成果は、個人の情報が特定できない形式で公表する予定です。 

 

（２）インフォームド・コンセントの受領に関すること 

調査対象者について、予定されている医療行為とは別に、本調査のために新

たに呼吸機能検査等の追加の調査を行う場合には、以下の事項を説明し、イン

フォームド・コンセントを受けることとしています。 

①調査への参加は同意者本人の自由意思によるものであること 

②調査への参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること 

③調査に参加することにより、同意者本人に不利益はないこと 

④個人情報は調査実施機関において適正に管理し、環境省が調査に必要な範

囲で共同利用すること 

⑤調査結果を公表する場合は、個人が特定できないような形式で公表するこ

と 

 

（３）調査対象者からの求めに対する対応 

調査対象者から以下の求めがあった場合、調査実施機関において適切に対応

致します。 

①個人情報の利用目的の通知 

②研究対象者が識別される個人情報の開示 

③研究対象者が識別される個人情報に誤りがあった場合の訂正等 

④研究対象者が識別される個人情報の利用停止等 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ（調査実施機関） 

独立行政法人労働者健康福祉機構 医療事業部 勤労者医療課 

 ＴＥＬ：０４４－５５６－９８６７ 



（別添）

医学的資料収集予定医療機関

（独）労働者健康福祉機構北海道中央労災病院 北海道岩見沢市

（独）労働者健康福祉機構青森労災病院 青森県八戸市

（独）労働者健康福祉機構東北労災病院 宮城県仙台市青葉区

（独）労働者健康福祉機構秋田労災病院 秋田県大館市

（独）労働者健康福祉機構千葉労災病院 千葉県市原市

　学校法人埼玉医科大学 埼玉県日高市

（独）労働者健康福祉機構東京労災病院 東京都大田区

（独）労働者健康福祉機構関東労災病院 神奈川県川崎市中原区

（独）労働者健康福祉機構横浜労災病院 神奈川県横浜市港北区

（独）労働者健康福祉機構新潟労災病院 新潟県上越市

（独）労働者健康福祉機構富山労災病院 富山県魚津市

（独）労働者健康福祉機構浜松労災病院 静岡県浜松市東区

（独）労働者健康福祉機構中部労災病院 愛知県名古屋市港区

（独）労働者健康福祉機構旭労災病院 愛知県尾張旭市

（独）国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 大阪府堺市北区

（独）労働者健康福祉機構関西労災病院 兵庫県尼崎市

（独）労働者健康福祉機構神戸労災病院 兵庫県神戸市中央区

（独）国立病院機構奈良医療センター 奈良県奈良市

　奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市

　社会福祉法人・恩賜財団済生会中和病院 奈良県桜井市

（独）労働者健康福祉機構和歌山労災病院 和歌山県和歌山市

（独）労働者健康福祉機構山陰労災病院 鳥取県米子市

（独）労働者健康福祉機構岡山労災病院 岡山県岡山市南区

（独）労働者健康福祉機構吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 岡山県加賀郡吉備中央町

（独）労働者健康福祉機構山口労災病院 山口県山陽小野田市

（独）労働者健康福祉機構香川労災病院 香川県丸亀市

（独）労働者健康福祉機構愛媛労災病院 愛媛県新居浜市

（独）労働者健康福祉機構九州労災病院 福岡県北九州市小倉南区

（独）労働者健康福祉機構九州・門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ労災病院 福岡県北九州市門司区

（独）労働者健康福祉機構熊本労災病院 熊本県八代市

合計３０機関

所在する都道府県市区名医療機関名


